
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  無議決権株式の評価 

Ｑ：無議決権株式の評価方法が明らかにさ

れたそうですが、どのような評価方法で評価

することになったですか？  

 

Ａ：原則的評価から５％減額した金額で評

価しますが、その減額した金額は議決権株式

の価額に加算することになります。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から無議決権株式の評価

方法が明らかにされ、同族株主が無議決権株

式(社債類似株式を除く)を相続又は遺贈によ

り取得した場合には、次のすべての条件を満

たす場合に限り、原則的評価方式により評価

した価額から、その価額に５パーセントを乗

じて計算した金額を控除した金額により評価

するとともに、当該控除した金額を当該相続

又は遺贈により同族株主が取得した当該会社

の議決権のある株式の価額に加算して申告す

ることを選択することができることとされま

した。 

①  相続税の申告期限までに、遺産分割協議が

確定していること。  

②  この評価方法により申告することについ

ての届出書が所轄税務署長に提出されて

いること。 

③  「取引相場のない株式（出資）の評価明細

書」に株式の評価額の算定根拠を適宜の様

式に記載し添付していること。 
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